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電子契約のメリット
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コスト削減
収入印紙が不要
印刷、製本、郵送や移動にかかる費用を削減

業務効率化 契約書作成、押印、送付、締結までをオンラインで完結
早ければ数時間で契約が可能

紙の契約 電子契約

形式 紙の書面 電子データ（ＰＤＦ）

押印 印鑑・署名 電子署名

送付 送付・持参 インターネット

保管 書棚 サーバー

印紙 必要 不要



電子契約の運用について

導入開始時期

令和８年３月１日から ※契約日が３月１日のものから実施可能

対象となる契約の方法及び契約

原則すべての契約が利用可能（入札案件・随意契約案件・請書）

全所属 （教育委員会・上下水道事業所等含む）

対象となる部署
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ただし、一部対象外となる契約
・法令等で書面化義務のある契約
・契約期間と角田市の文書の保存年限の合計が１０年を超える契約
・自動更新条項の入っている契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

電子契約の可否については、発注担当課（入札担当課）にご確認ください。



紙の契約書との相違点

契約案件ごとに事業者様で「電子契約利用申出書」
の提出が必要となります。

【提出方法】オンライン申請
（市HPから入力フォームへアクセス 3月公開）

【準備物】メールアドレスのみ

※申請日について
契約日または、契約日の7日前以内の日付

市契約規則「落札者が決定した日から起算して７
日以内に契約書に記名押印・電子署名しなければ
ならない。」

※電子契約利用申出書の押印は不要
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電子契約の流れ
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事業者様 角田市

落札決定・見積決定

オンライン申請にて電子契約利用申出書・
契約関係書類（契約保証金等）を提出

契約書類を電子契約システムへアップロード

電子署名（契約締結）

電子署名

内部決裁完了後にアップ
ロードしますので、時間
がかかることが想定され
ます。



・課税事業者の届出書
・契約保証に関する届出書
・着手届
・工程表
・現場代理人等通知書

※電子化に伴い上記書類に限り押印廃止
※引き続き紙で提出することも可能

【提出方法】
メールまたは、オンライン申請時に添付
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契約時に提出する資料も電子化できます



FAQ（電子契約の利用について）

質問 回答

電子契約を利用するための費用はかか
るか。

事業者様の費用負担はありません。

従来どおり、紙による契約も可能か。 紙による契約も選択可能です。

契約締結に利用するメールアドレスは、
いくつ必要か。

契約締結権限者として、最低１つの
メールアドレスが必要です。権限者の
承認前に担当者などが確認処理を行い
たい場合には、事務担当者用のメール
アドレスを加えて設定することも可能
ですので、社内規定等に応じて設定し
てください。

契約締結権限者と事務担当者で、同一
のメールアドレスを使用することがで
きるか。

できません。

別々のメールアドレスを設定するか、
契約締結権限者による承認のみとする
などの対応をお願いします。
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FAQ（電子契約の利用について）

質問 回答

契約案件が電子契約を行うことができ
るかどうかは、どのように確認すれば
よいですか。

電子契約の対象とする契約案件は、落
札決定・見積決定後に発注担当課（入
札の場合は入札担当課）にご確認くだ
さい。

電子署名がされているかは、どのよう
に確認すればよいですか。

電子署名済みの電子契約書は、イン
ターネットにつながる環境で、Adobe 

Acrobat Readerで開いたときに、「署

名済みであり、すべての署名が有効で
す。」と表示されます。なお、電子署
名の有効期限は１０年間です。

電子契約を締結したPDFは編集ができ
ないようになっていますか。

PDFは編集できないように保護がかか
ります。また、PDFが編集された場合
でも、Adobe Acrobat Readerで開いた

ときに「署名は無効です」等のメッ
セージが表示され検知できるように
なっております。
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本日はご参加いただきありがとうございました。
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